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建築指導室

７※ 徳島県報発行規則の一部を改正する規則 監察局
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【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
号
）

一

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

技
能
労
務
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
号
）

一

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
創
設
に
伴
う
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
五
号
）

一

技
能
労
務
職
員
で
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
」

と
い
う
。
）
に
適
用
す
る
給
料
表
、
等
級
別
標
準
職
務
表
及
び
初
任
給
基
準
表
を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。

二

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ

る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
号
）

一

二
級
建
築
士
及
び
木
造
建
築
士
の
免
許
並
び
に
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
に
係
る

手
続
の
必
要
書
類
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
に
お
け
る
学
科
試
験
免
除
に
つ
い
て
所
要
の
見
直
し
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
号
）

一

定
期
の
徳
島
県
報
は
、
毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日
に
発
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
日

が
休
日
の
と
き
は
、
そ
の
前
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

定
期
の
徳
島
県
報
は
、
一
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日

等
は
、
発
行
を
休
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
規
則
第
三
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
四
号

技
能
労
務
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

技
能
労
務
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

技
能
労
務
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則

本
則
中
「
規
定
す
る
職
員
」
の
下
に
「
及
び
同
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
技
能
労
務
職
員
（
以
下
単
に

「
技
能
労
務
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
る
も
の
」
を
加
え
、
本
則
を
第
一
条
と
し
、
同
条

に
見
出
し
と
し
て
「
（
旅
費
の
支
給
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
費
用
弁
償
）

第
二
条

技
能
労
務
職
員
で
あ
っ
て
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
で

あ
る
も
の
に
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
徳
島
県
条

例
第
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
例
に
よ
り
、
費
用
弁
償
と
し

て
、
通
勤
に
要
す
る
費
用
及
び
旅
費
を
支
給
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
五
号

会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
徳

島
県
条
例
第
六
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
同
条
例
第
一
条

に
規
定
す
る
技
能
労
務
職
員
で
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職

員
」
と
い
う
。
）
の
給
与
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
給
料
表
）

第
二
条

会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
料
表
は
、
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

三
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
八
十
一
号
。
以
下
「
給
与
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
に
定
め
る
と
お
り

と
す
る
。

（
職
務
の
等
級
の
標
準
的
な
職
務
の
内
容
）

第
三
条

給
料
表
に
定
め
る
職
務
の
等
級
の
分
類
の
基
準
と
な
る
べ
き
標
準
的
な
職
務
の
内
容
は
、
給
与

規
則
別
表
第
二
の
等
級
別
標
準
職
務
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

２

新
た
に
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
と
な
っ
た
者
の
職
務
の
等
級
は
、
前
項
に
規
定
す
る
等
級
別

標
準
職
務
表
に
基
づ
き
決
定
す
る
。

（
初
任
給
基
準
表
等
）

第
四
条

初
任
給
基
準
表
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

２

新
た
に
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
等

級
を
二
級
以
上
に
決
定
さ
れ
た
者
の
号
俸
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
特
定
職
員
の
例
に
よ
り
決
定
す
る
。

（
給
料
の
調
整
）

第
五
条

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
（
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
う
ち
地
方
公

務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
を
い
う
。
）
の
う
ち
給
料
の
調
整
を
行
う
者

並
び
に
給
料
の
調
整
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
調
整
数
及
び
調
整
基
本
額
（
そ
の
額
が
給
料
月
額
の
百

分
の
四
・
五
を
超
え
る
と
き
は
、
給
料
月
額
の
百
分
の
四
・
五
に
相
当
す
る
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
給
与
規
則
別

表
第
五
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
期
末
手
当
基
礎
額
に
係
る
加
算
）

第
六
条

会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
期
末
手
当
基
礎
額
に
係
る
加
算
に
つ
い
て
は
、
給
与
規
則
第

六
条
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
取
扱
い
）

第
七
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方

法
そ
の
他
給
与
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

（
令
和
元
年
徳
島
県
条
例
第
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。



（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
）

第
八
条

特
別
の
事
情
に
よ
り
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
こ
の
規
則
の
規
定

に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



別表 初任給基準表（第４条関係）

職務 初任給 上限

食肉検査補助 １級２９号俸 １級４１号俸

動物管理

庁舎管理

調理

土木整備 １級１３号俸 １級２５号俸

備考 職務欄の各区分については，次の各号に掲げる職務の区分に応じ，それぞれ

当該各号に定める業務に従事する者に適用する。

一 食肉検査補助 食肉処理工程に係る検査等の補助の業務

二 動物管理 犬及び猫の引取り，負傷動物の収容等の業務

三 庁舎管理 県庁舎内の警備，整理等の業務

四 調理 給食の炊事，調理等の業務

五 土木整備 道路の点検，維持補修等の業務



徳
島
県
規
則
第
六
号

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
第
三
条
第
一
項
中
「
二
級
建
築
士
又
は
」
を
「
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
二
級
建
築
士
又
は
」

に
、
「
様
式
第
一
号
の
免
許
申
請
書
」
を
「
免
許
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
」
に
、
「
本
籍
の
記
載
の
あ

る
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
」
を
「
次
に
掲
げ
る
書
類
（
そ
の
書
類
を

得
ら
れ
な
い
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）
」
に
改
め
、
同
項

に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
知
事
に
提
出
し
た
場
合

又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
を
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
指
定

す
る
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
た
場
合
で
、
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内

容
と
免
許
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二

知
事
又
は
指
定
試
験
機
関
が
交
付
し
た
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
（
以
下
「
二
級

建
築
士
等
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号

に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
建
築
に
関
す
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し

た
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

四

法
第
四
条
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築

実
務
の
経
験
を
記
載
し
た
実
務
経
歴
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
及
び
使
用
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

者
が
実
務
経
歴
書
の
内
容
が
事
実
と
相
違
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
実
務
経
歴
証
明
書

（
様
式
第
一
号
の
三
）

五

法
第
四
条
第
四
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者

と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

第
三
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
二
級
建
築
士
等
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
免
許
申
請
書

に
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
そ
の
書
類
を
得
ら
れ
な
い
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）
及
び
外
国
の
建
築
士
免
許
証
の
写
し
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
三
号
中
「
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
（
以
下
「
二
級
建
築
士
等
試
験
」
と
い

う
。
）
」
を
「
二
級
建
築
士
等
試
験
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
、
そ
の
申
請
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
合
格
し
た
二
級
建
築
士
等
試
験
」
の

下
に
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
学
科
合
格
試
験
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
二
回
」
を
「
同
種
の

四
回
の
二
級
建
築
士
等
試
験
の
う
ち
二
回
（
学
科
合
格
試
験
の
設
計
製
図
の
試
験
を
受
け
な
か
つ
た
場
合



に
お
い
て
は
、
三
回
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定

試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
」
を
「
指
定
試
験
機
関
」
に
、
「
同
条
第
四
号
」
を
「
同
条
第
三
号
」
に
、
「

、
第
一
号
」
を
「
第
一
号
」
に
改
め
、
「
書
類
を
除
く
」
の
下
に
「
。
以
下
「
証
明
書
類
」
と
い
う
」
を

加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
第
二
号
」
を
削
り
、
「
当
該
各
号
」
を
「
同
号
」
に
、
「
同
条
第
三
号
」

を
「
同
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

実
務
経
歴
書
及
び
実
務
経
歴
証
明
書

第
十
五
条
第
二
項
中
「
者
は
」
の
下
に
「
、
受
験
申
込
書
に
、
証
明
書
類
を
添
え
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
七
第
二
項
中
「
合
格
者
一
覧
表
」
の
下
に
「
並
び
に
第
十
五
条
第
二
項
の
受
験
申
込
書
及

び
証
明
書
類
」
を
加
え
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１号（第３条関係）
（表）

建築士免許申請書

[記入注意] 数字は，算用数字を用い，※欄は記入せず，□のある欄は，該当する□の中にレ印をつけてください。

私は，（二級建築士・木造建築士）の免許を受けたいので，本籍の記載のある住民票の写しその他参考と
なる事項を記載した書類を添え，申請します。
私は，次の事項が真実で，かつ，正確であることを誓います。

年 月 日
氏名

（ 自 署 ）
徳島県知事 殿

ふ り が な 生年
年 月 日生

氏 名 月日 写真

本 籍 性 別 男□ 女□ １ 縦4.5cm，横3.5cmの

写真の裏面に氏名及び

現 住 所
撮影年月日を記入して

電話 貼り付けてください。

２ 貼付した写真は免許

二級建築士試験
に合格した年 年

証に転写されます。

試 験
木造建築士試験

合格通知書日付 年 月 日 合格通知書番号 第 号

登録申請区分 １ 学歴のみ□ ２ 学歴及び実務□ ３ 実務のみ□ ４ 建築士法第４条第５項□

１ 学歴のみ 学校名 学部名・学科名 入学・卒業（修了）年月
により申請
する場合に 年 月入学
記入 年 月卒業（修了）

年 月入学
年 月卒業（修了）

２ 学歴及び
学校名 学部名・学科名

入学・卒業（修了） 建築実務経験期間の
実務により 年月 合計
申請する場
合に記入 年 月入学

年 月卒業（修了）
年 月

年 月入学
年 月卒業（修了）

３ 実務経験
建築実務経験期間の合計

のみにより
申請する場

年 月
合に記入
４ 建築士法

免許名称 免許者名 免許の年月日 資格認定書の年月日
第４条第５
項の規定に
より申請す

年 月 日 年 月 日
る場合に記
入



（裏）

１ 禁錮以上の刑に処せられたことがありますか。 ある□ ない□
あるときは，その罪及び刑
あるときは，その刑の執行を終わり，又は執行を受けることがな 年 月 日
くなつた日

２ 建築士法の規定に違反して，又は建築物の建築に関し罪を犯して

欠
罰金の刑に処せられたことがありますか。 ある□ ない□
あるときは，その罪及び刑
あるときは，その刑の執行を終わり，又は執行を受けることがな 年 月 日
くなつた日

格
３ 建築士法第９条第１項第４号又は第１０条第１項の規定により一 ある□ ない□
級建築士，二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されたことが
ありますか。

事
あるときは，その日 年 月 日

４ 建築士法第１０条第１項の規定による業務の停止の処分を受け， ある□ ない□
その停止の期間中に同法第９条第１項第１号の規定により一級建築

由
士，二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されたことがありま
すか。
業務の停止の処分を受けたことがあるときは，その停止の期間

年 月 日から
年 月 日まで

５ 精神の機能の障害により二級建築士又は木造建築士の業務を適正 はい□ いいえ□
に行うに当たつて必要な認知，判断及び意思疎通を適切に行うこと
ができない状態ですか。

※
審
査

※登録番号 ※登録年月日 年 月 日 ※受付番号

徳島県収入証紙貼付欄



様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



様式第１号の２（第３条，第１５条関係）

実 務 経 歴 書

［記入注意］ この実務経歴書は，勤務先（自営業を含む。）ごとに作成し，今までの建築に関する実務の経歴に

ついて登録に必要な業務内容を年代順に記入してください。なお，記載内容の記入不備や疑義が生じた場合は，再

提出や追加書類の提出を求められることになり，登録が遅れることがあります。また，虚偽の実務経歴を記載した

場合は，建築士法上の処分を受け，又は登録が認められないことがあります。

私は，
二級
建築士の

免許
を受けたいので，建築実務の経歴を以下のとおり記載し，併せて第三者がこの実務

木造 試験

経歴書の内容が事実と相違ないことを確認したことを証する実務経歴証明書を提出します。

私は，以下の事項が真実で，かつ，正確であることを誓います。

年 月 日 氏名

（ 自 署 ）

徳島県知事 殿

勤務先等

在職期間の合計
勤務先（部課名まで） 所在地（番地まで）

年月～年月 年月数

年 月～ 年 月 年 月

在職期間
地位職名 建築実務の内容（建築士法施行規則第１条の２）

年月～年月 年月数

建築実務経験期間の合計

建築実務の詳細
年 月

建築実務経験期間
対象物件の名称等 対象物件の所在地

年月～年月 年月数

(1)
年 月～ 年 月 年 月

実務経験の対象となる業務の内容（できるだけ具体的に 用途・構造・規模・担当業務 等）

建築実務経験期間
対象物件の名称等 対象物件の所在地

年月～年月 年月数

(2)
年 月～ 年 月 年 月

実務経験の対象となる業務の内容（できるだけ具体的に 用途・構造・規模・担当業務 等）

建築実務経験期間
対象物件の名称等 対象物件の所在地

年月～年月 年月数

(3)
年 月～ 年 月 年 月

実務経験の対象となる業務の内容（できるだけ具体的に 用途・構造・規模・担当業務 等）

※登録機関記載欄



様式第１号の３（第３条，第１５条関係）

実務経歴証明書

年 月 日

徳島県知事 殿

証明者 印

住所・所在地

電話番号

免許申請者
との関係

受験申込者

次の者が提出した
二級
建築士

免許申請書
に添付された実務経歴書は，事実と相違ないこ

木造 受験申込書

とを証明します。

１
免許申請者

氏名
受験申込者

２ 建築実務経験

建築実務経験期間の合計 年 月

建築実務の内容

備考

１ この実務経歴証明書は，実務経歴書ごとに作成すること。

２ 使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違ないことを確認した

ことを証明すること。

３ 虚偽の証明を行つた場合には，証明者は，建築士法上の処分や告発の対象となり得

ます。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
二
級
建
築
士
試
験

又
は
木
造
建
築
士
試
験
（
以
下
「
二
級
建
築
士
等
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
に
係
る
免
許
の

申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
二
級
建
築
士
等
試
験
に
合
格
し
た
者
に
係
る
免
許
の
申

請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
後
の
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
二
級
建
築

士
等
試
験
の
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者
に
係
る
学
科
の
試
験
の
免
除
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

行
わ
れ
た
二
級
建
築
士
等
試
験
の
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者
に
係
る
学
科
の
試
験
の
免
除
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



徳
島
県
規
則
第
七
号

徳
島
県
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
報
発
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
徳
島
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
毎
日
（
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
）
」
を
「
毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日
に
」
に
改
め
、
同
項
に
た
だ

し
書
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

た
だ
し
、
そ
の
日
が
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
の
と
き
は
、
そ
の
前
日
と
す
る
。

第
三
条
中
「
県
報
は
」
の
下
に
「
、
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
、
前
条
第
二
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
前
日
も
休
日
の
と
き
」
を
加
え
、
「
前
条
第
二
項
」
を
「
同
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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